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１ 調査の目的 

水産加工統計調査は、全国の陸上加工経営体における水産加工品の生産量を調

査し、水産加工品の生産動向を明らかにして、水産加工業振興対策等のための資

料とすることを目的とする。 

 

２ 調査の根拠 

統計法（平成 19 年法律第 53 号）第 19 条第１項に基づく総務大臣の承認を受け

て実施した一般統計調査である。 

 

３ 調査機関 

農林水産省大臣官房統計部及び地方組織（地方農政局、北海道農政事務所、内

閣府沖縄総合事務局及び内閣府沖縄総合事務局の農林水産センター）を通じて実

施した。 

 

４ 調査の体系 

 

 

５ 調査の対象及び選定方法 
  調査の対象は水産加工品を生産する陸上加工経営体である。 

  また、選定方法は次のとおりである。 

(1) 2018 年漁業センサス結果に基づき、品目別に生産量の大きい方から順に都道

府県を配列し、生産量の累積和が全国の生産量の 80％に達するまで都道府県

（以下「主産県」という。）を抽出。 
(2) 2018 年漁業センサス結果で把握された全国の水産加工品を生産する陸上加

工経営体について、主産県ごとに品目別にその生産量の大きい方から順に品目
別総生産量の 80％に達するまでの陸上加工経営体を調査対象とした。 

また、2018 年漁業センサス以降に情報収集等により把握した新規の陸上加工

経営体についても調査対象とした。 

 

６ 調査対象者数 

調査対象者数は 1,444 経営体で、うち有効回答数は 1,346 経営体（有効回答率

93.2％）である。 

 

産地水産物用途別出荷量調査
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水産加工統計調査

水産物流通調査



７ 調査事項 

加工種類別品目別生産量 

 

８ 調査期間 

調査期間は、令和３年１月から 12 月までの１年間である。 

 

９ 調査方法 

調査は、次のいずれかの方法により実施した。 

(1) 統計調査員が調査対象経営体との面接による聞き取り又は関係書類の閲覧に

より調査票を記入する他計調査の方法。ただし、感染症の発生、まん延等に起

因し、面接が困難な場合に、調査員又は地方農政局等の職員が電話等による聞

き取りを行うことができるものとした。 

(2) 統計調査員が調査対象経営体に調査票を配布し、回収する自計調査の方法 

(3) 農林水産省が調査対象経営体に調査票を郵送で配布し、郵送、ＦＡＸ又はオ

ンライン（政府統計共同利用システム）で回収する自計調査の方法 

 

10 集計方法 

(1) 主産県別品目別生産量は、次の式により推定し算出した。 

 

なお、調査票の未回収等により、主産県別品目別生産量のカバレッジが 50％未

満となった場合、未回収等で把握できなかった調査対象経営体の品目別生産量を、

本調査又は漁業センサスにおける当該経営体の直近の調査結果に、当年調査で回

収した全調査対象経営体の品目別生産量の増減率を乗じて算出することにより補

完した。 

調査値を補完した主産県の中には、カバレッジが相当低いものもあることから、

利用に当たっては留意されたい。 

 

(2) 全国の品目別生産量は、次の式により推定し算出した。 

 

ｙｉｊ

Ｔｉｊ：ｉ県のｊ品目の生産量

Ｙｉｊ：漁業センサスにおけるｉ県のｊ品目の生産量（名簿上の合計値）

ｙｉｊ：漁業センサスにおける調査対象経営体のｉ県のｊ品目の生産量（名簿上の調査対象経営体の合計値）

ｘ1ｉｊ：調査対象経営体（新規経営体を除く）のｉ県のｊ品目の生産量（当該調査結果）

ｘ2ｉｊ：調査対象経営体（新規経営体）のｉ県のｊ品目の生産量（当該調査結果）

ｘ2ｉｊ
Ｙｉｊ

Ｔｉｊ ＝ ･ ｘ1ｉｊ ＋

ｙｊ

 Ａｊ：ｊ品目の全国の生産量

 Ｔｊ：ｊ品目の主産県の生産量

 ｘｊ：調査対象経営体のｊ品目の生産量（新規経営体を除く当該調査結果）

 ｙｊ：漁業センサスにおける調査対象経営体のｊ品目の生産量

 Ｚｊ：漁業センサスにおける主産県以外のｊ品目の生産量

Ｚｊ ・
ｘｊ

Ａｊ ＝ ＋ Ｔｊ



11 実績精度 

本調査においては、カバレッジ方式に基づく有意抽出により調査を実施してい

るため、実績精度の算出は行っていない。 

 

12 用語の解説 
(1) 陸上加工経営体とは、販売を目的とした水産加工品を生産する加工場又は加

工施設を有し、専従の従業者がいる経営体をいう。 
(2) 水産加工品とは、水産動植物を主原料（原料割合で 50％以上）として製造さ

れた食用加工品及び生鮮冷凍水産物をいう。ただし、この調査においては、水
産物つくだ煮類及び塩辛類以外の水産缶詰・瓶詰、寒天及び油脂・飼肥料は調
査対象としていない。 

(3) 生産量は、製品（出荷、販売ができる形態）となった時点の製品重量とした。
このため、例えば同一加工場において、かつおからかつお節を製造し、更にけ
ずり節を製造した場合は、けずり節の生産量のみを計上している。 
ただし、生鮮品を凍結した後に加工した場合には、生鮮冷凍水産物及び水産

加工品の該当品目として、それぞれに計上した。 

なお、生産量は板付かまぼこの板などの不可食部分の重量、あるいはつくだ

煮、塩辛の缶・瓶等の重量を除いた内容重量とした。 

 

 



(4) 加工種類及び品目 

加工種類及び品目は、次のとおりである。 

 

ア　食用加工品

 ね り 製 品 　魚肉を原料とするすり身、魚肉片等に、調味料、補強料、その他

の材料（チーズ、グリーンピース、わかめ、畜肉等の種もの）を加

えて、ねり合わせたのち成形し、加熱凝固させたもの

〔ねり製品として取り扱わないもの〕

　生すり身又は加熱を行わないもの

⇒　家庭用味付けすり身は「その他の食用加工品」に、ねり製品の

　原料とする冷凍すり身は「生鮮冷凍水産物」にそれぞれ計上

 かまぼこ類 　魚肉を主原料とするすり身に、調味料を加えてねり合わせたのち､

加熱凝固させたもので、魚肉ハム・ソーセージ以外のもの

○やきちくわ

　魚肉を主原料とするすり身に、調味料等を加えてねり合わせたの

ち、串（竹、木等）に円筒状にねりつけて、焙り焼きしたもの

　例：冷凍やきちくわ、豊橋ちくわ

○包装かまぼこ

　ケーシング詰、リテーナ（金型）形成の特殊包装かまぼこ

○かまぼこ

　蒸煮又は焙焼したかまぼこ類

　例：板かまぼこ、焼板かまぼこ、焼抜きかまぼこ、こぶ巻かまぼ

　　こ、す巻かまぼこ、だて巻（厚焼）、梅焼き、野焼き、笹かま

　　ぼこ、なんば焼き、蒸しちくわ　

○あげかまぼこ

　油で揚げたかまぼこ

　例：さつま揚げ、てんぷら、皮てんぷら、つけ揚げ（いか、えび､

　　野菜等の種もの入りの天ぷら類を含む。）

○ゆでかまぼこ

　湯煮したかまぼこ

　例：なると巻き、はんぺん、しんじょ、つみれ、すじ

○風味かまぼこ

　かに、ほたて貝柱、えび等の食味、食感、外観等をもたせたかま

ぼこ

○その他のかまぼこ類

　上記のいずれにも該当しないもの

　例：けずりかまぼこ、くん製かまぼこ、細工かまぼこ、そば風か

　　まぼこ、乾燥（フリーズドライ）かまぼこ

注：ゴシック体は加工種類である。（以下同じ。）

加 工 種 類 及 び 品 目 定　義　又　は　内　容　例　示



 

ア　食用加工品（つづき）

 魚肉ハム・ソーセージ類 ○魚肉ハム

　魚肉片につなぎ等を加えて混ぜ合わせ、ケーシングに充填し、密

封加熱したもの

○魚肉ソーセージ

　魚のひき肉、すり身等に油脂、香辛料等の調味料を加え、ケーシ

ングに充填し、密封加熱したもの（ハンバーグ風、シュウマイ風等

の特殊魚肉ソーセージを含む。）

　注：これまで、日本農林規格（ＪＡＳ）上の表示名は、「魚肉ハ

　　ム」、「魚肉ソーセージ」であったが、平成３年８月８日付の

　　規格改正により、「フィッシュハム」、「フィッシュソーセー

　　ジ」とも表示できることとなった。

 冷 凍 食 品 　水産物を主原料として、加工又は調理した後、ﾏｲﾅｽ18℃以下で凍

結し、凍結状態で保持した包装食品

　（参考）

　　「包装」とは、当該食品が消費されるまで、生産されたときの

　形態のまま流通することを考慮して、行われた包装をいい、一般

　家庭用の小袋、給食用その他業務用の大袋等がある。

　　ただし、「生鮮冷凍水産物」との区別が困難な「魚介類」の冷

　凍食品については、包装袋に表示してある食品名、保存温度及び

　「生食用」、「加工用」の別により判断している。

〔冷凍食品として取り扱わないもの〕

　(1) 生鮮品（丸、フィレー等）を真空パックにしたもの、フライ

　　類、シュウマイ等のチルド食品

　　　なお、レトルトパック、真空パック等の長期保存手段を講じ

　　ているもの及びチルド食品は、「その他の食用加工品」に計上

　(2) 解凍してから販売するもの及び他の加工品（ねり製品、缶詰

　　等）の原料となるものについては、「生鮮冷凍水産物」に計上

　(3) 輸入冷凍食品

　　　調査対象から除外する。ただし、国内の加工場が再凍結、

　　包装したものは、「冷凍食品」として取り扱う。

 かに類 　ずわいがに、たらばがに等のかに類のみを茹でる等の処理を行っ

たものを冷凍し包装したもの

 その他 　水産物の丸、又はワタ抜き、三枚おろし等の処理を行ったものを､

凍結し包装したもの

　例：丸、三枚おろし、ブロック、切り身、むきえび、ステーキ、

　　刺身、たたき、鍋物セット、すし種セット

 水産物調理食品 　水産物を主原料として調理（煮物、焼物、味付け等）したものを､

凍結し包装したもの

　例：フライ等、天ぷら、コロッケ、カツ類、スナック類、シュウ

　　マイ類、ハンバーグ類、ねり製品、かば焼き（白焼）、照り焼

　　き、しょうが焼き、みそ煮、塩辛

ね
り
製
品
 

(

つ
づ
き
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魚介類

加 工 種 類 及 び 品 目 定　義　又　は　内　容　例　示



 

ア　食用加工品（つづき）

 素 干 し 品 　魚介類をそのまま、又は適当に整形したのちに、水洗いしてから

乾燥したもので、乾燥品を含む。

 するめ ○原料による区分

　例：二番するめ（するめいか）、剣先するめ（けんさきいか）、

　　ぶどうするめ(ぶどういか)、藻するめ、水するめ、芭蕉するめ

　　（あおりいか）、真するめ（みずいか）、甲付するめ（こうい

　　か）、笹するめ（やりいか）

○製法による区分

　例：並するめ、磨きするめ、尾孔するめ、お多福するめ、袋する

　　め、白するめ、亀甲するめ、簀干しするめ、丸干しするめ、刻

　　みするめ、いか徳利

 いわし 　例：ごまめ、田作り、たたみいわし

 その他 　例：身欠きにしん、かれい、ふぐ、わかさぎ、きびなご、こうな

　　ご、ほっけ、かすべ、かずのこ、ふかひれ、えいひれ、さくら

　　えび、あみ、くちこ、たこ、姫貝、その他魚介類の素干し品

　　

 塩 干 品 　魚介類をそのまま、又は適当に整形したのちに、塩漬け又は施塩

してから乾燥したもので、凍乾品を含む。

 干しいわし 　例：丸干しいわし、目刺し、ほほ刺し（えら刺し）、開きいわし

 干しあじ 　例：開きあじ、丸干しあじ

 干しさんま 　例：開きさんま、骨ぬきさんま、丸干しさんま

 干しさば 　例：開きさば、丸干しさば

 干しかれい 　例：丸干しかれい

 干しほっけ 　例：開きほっけ、丸干しほっけ

 干しはたはた 　例：丸干しはたはた、はたはた一夜干し

 その他 　例：ぶり（巻ぶり）、にしん、かます、ふぐ（開き、すきみ）、

　　さめ、とびうお、こうなご、たちうお、はも、むつ、ぐち、き

　　ちじ、とうじん、ししゃも、くさや、いか（塩干しするめ）、

　　その他魚介類の塩干品

 煮 干 し 品 　魚介類をそのまま、又は適当に整形したのちに、煮熟してから乾

燥したもの

　注：釜上げ品のほか、煮熟圧搾脱脂後に、乾燥し原型を保持した

　　もの及び焙り干し後に乾燥したもの

 煮干しいわし 　例：かたくち煮干し、平子煮干し

加 工 種 類 及 び 品 目 定　義　又　は　内　容　例　示



 

ア　食用加工品（つづき）

 しらす干し 　例：しらす干し、ちりめんじゃこ

　注：「しらす」とは、通常35㎜以下のいわし類及びその他の魚類

　　の稚魚をいう。

 煮干しいかなご・こうなご 　いかなご、こうなごの煮干し品

 干し貝柱 　ほたてがいの貝柱を煮熟してから乾燥したもの

　例：白乾（貝柱のみを乾燥したもの）、黒乾（むき身を乾燥した

　　もの）、砕きほたて貝柱

 その他 　例：あじ、にしん、きびなご、さば、わかさぎ、ふぐ、ほっけ、

　　さめ、えび（干しえび、すりえび、むきえび）、あみ（いさ

　　ざ）、いか、鯨いりかわ、ほたてみみ、あさり、その他魚介類

　　の煮干し品

 塩 蔵 品 　水産物の貯蔵を目的として、塩に漬け込んだもの（堅塩）及びし

好に重点をおき、軽度の施塩を行ったもの（甘塩、一塩）

　注：圧搾した塩蔵品を含む。

 塩蔵いわし 　例：塩いわし、一塩いわし、圧搾塩いわし

 塩蔵さば 　例：塩さば、青切りさば

 塩蔵さけ・ます 　例：塩ざけ、新巻ざけ、堅塩ざけ、塩ます、堅塩ます

 塩蔵たら・すけとうだら 　例：塩蔵開きたら、塩蔵開きすけとうだら

 塩蔵さんま 　例：塩さんま、一塩さんま、堅塩さんま

 その他 　例：たらこ、すけとうだらこ、いくら、すじこ、かずのこ、かつ

　　お、そうだがつお、ぶり、たちうお、かれい、しいら、ぐち、

　　えそ、あじ、かすべ、にしん、さめ、いか、たこ、あわび、ほ

　　たてがい、鯨、その他魚介類の塩蔵品

 く ん 製 品 　水産物を塩漬けしたのちに、くん煙中にさらし、乾燥と同時にく

ん煙成分を付着、吸収させたものをいい、液くん（くん煙の成分で

ある各種の薬品の水溶液に、原料を浸漬したのちに乾燥させる製法)

による製品を含む。

　注：魚介類を主原料とするハムは、｢魚肉ハム・ソーセージ類」に

　　計上

　例：くん製のさけ及びます（スモークサーモン（ブロック、スラ

　　イス））、くん製いか（チーズ等の種もの入りを含む。）、い

　　わし、たら、ほっけ、かれい、さんま、にしん、こい、にじま

　　す、ひめます、いわな、さめ、たこ、鯨（鯨ベーコン）、その

　　他魚介類のくん製品

加 工 種 類 及 び 品 目 定　義　又　は　内　容　例　示
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ア　食用加工品（つづき）

 節 製 品

 節 類 　魚体を縦に二分又は四分したもの（これを「節」という。）を煮

熟、焙乾して乾燥したものをいい、なまり節（節を煮熟したのち、

表面の水分を乾燥したもの）、荒節（なまり節を焙乾したもの）、

裸節（荒節の表面を削って整形したもの）、本節（裸節にカビつけ

したもの）等

 かつお節 　かつおを原料とする節類で、なまり節以外のもの

　注：そうだがつおを原料とするものは「その他の節類」に計上

 かつおなまり節 　かつおを原料とするなまり節

 さば節 　さばを原料とする節類

 その他 　そうだがつお、まぐろ、あじ、いわし、その他の魚類を原料とす

る節類

 け ず り 節 　各種の節類を、薄片、粉末状にしたものをいい、それを紙パック

に封入したもの、シート状に加工したもの等を含む。

〔けずり節として取り扱わないもの〕

　化学調味料との混合品

 かつおけずり節 　かつおを原料とするけずり節

 その他 　混合けずり節（かつおけずり節とその他のけずり節を混合したも

の）、そうだがつお、まぐろ、あじ、いわし、その他の魚類を原料

とするけずり節

 その他の食用加工品

 いか塩辛 　いかの全部又は一部（内臓、生殖巣等）に食塩、調味料等を加

え、適度に熟成したもの

　注：調味料として砂糖、甘味料、酒粕、みりん、アルコール、こ

　　うじ等を混入していても、通常「いか塩辛」として取り扱うも

　　のはここに計上

　例：赤作り塩辛、白作り塩辛、黒作り塩辛

 水産物漬物 　魚介類を、ぬか、みそ、こうじ、しょう油、酒粕、米飯（なれず

し）、酢、アルコール等に漬け込み、風味、保存性を高めたもの

　注：近年出回っている、みそ、酒粕等を表面に塗っただけのもの

　　についても、業者が「水産物漬物」として取り扱っている場合

　　はここに計上

　例：しょう油漬けのさけ及びますの卵（いくら及びすじこをしょ

　　う油又は調味液で漬け込んだもの）、さけ及びますのすし、さ

　　ばのこうじ漬、たらの粕漬、松前漬等

 こんぶつくだ煮 　昆布を主原料として調味液（しょう油、食塩、砂糖、水あめ、

香辛料、化学調味料等）で煮込んだ煮熟品

加 工 種 類 及 び 品 目 定　義　又　は　内　容　例　示



 

ア　食用加工品（つづき）

 乾燥・焙焼・揚げ加工品 　いかを調味液につけた後、乾燥、焙焼又は油で揚げたものをいい、

（いか製品） 調味液を表面に塗る場合も含む。

　例：ソフトさきいか（生いかを原料とするもの）、するめさきい

　　か（するめを原料とするもの）、輪いか、姿焼いか、いかの揚

　　物（フライ、天ぷら等）、のしいか、味付するめ、味付いか､

　　ソフトダルマ

 その他 ○塩辛類（いか塩辛を除く。）

　魚介類の全部又は一部（内臓、生殖巣等）に食塩、調味料等を加

え、適度に熟成したもの

　注：調味料として砂糖、甘味料、酒粕、みりん、アルコール、こ

　　うじ等を混入していても、通常「塩辛」として取り扱うものは

　　ここに計上

　例：かつお塩辛（酒盗、飯盗)、あみ塩辛、あゆ塩辛（うるか）、

　　さけ塩辛（めふん）、粒うに、練うに、塩うに

○水産物つくだ煮類（こんぶつくだ煮を除く。）

　魚介類や海藻類を調味液（しょう油、食塩、砂糖、水あめ、香辛

料、科学調味料等）で煮込んだ煮熟品で、しぐれ煮、あめ煮、甘露

煮、すずめ焼、角煮等

　例：いか、こうなご、はまぐり、あさり、えび、わかさぎ、かつ

　　お、あみ、のり等のつくだ煮

○乾燥・焙焼・揚げ加工品（いか製品を除く。）

　魚介類を調味液につけた後、乾燥、焙焼又は油で揚げたものをい

い、調味液を表面に塗る場合も含む。

　例：さくら干し、みりん干し、儀助煮（いかだ焼）、魚粉でんぶ､

　　魚せんべい、蒲焼、照焼、姿焼、焼ふぐ、味付ふぐ、吹雪たら､

　　味付たら、黄金たら、たらたんざく、たらつまみ

○その他の調味加工品

　魚介類を調味液に浸漬するか、調味料、香辛料等を添加して加工

処理を施したもののうち、加熱処理を行わない調味加工品

　注：「加工処理」とは、煮熟、乾燥、焙焼、圧搾、冷却、伸展、

　　裂き、まぜあわせ等の処理の組み合わせをいう。

　例：からしめんたいこ、あえもの（うにあえもの、かずのこあえ

　　もの、もろみあえもの、キムチあえもの等）、酢だこ、酢いか､

　　味付すり身、味付かずのこ

○その他

　例：そぼろ、焼干し品（調味を加えないもの）、食用魚粉（ふり

　　かけの原料となる魚粉等）、いわしパウダー、生鮮品（丸、フ

　　ィレー等）を真空パックにしたもの、フライ類、シュウマイ等

　　のチルド食品

［その他として取り扱わないもの］

　水産物つくだ煮以外の海藻加工品

　例：もずく酢、根こんぶ、茎わかめ等
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加 工 種 類 及 び 品 目 定　義　又　は　内　容　例　示



 

ア　食用加工品（つづき）

 焼・味付のり ○焼のり

　乾のりを電熱等の熱源により焙焼したものをいい、全判のもの及

び全判を一口大に裁断したもの

○味付のり

　乾のりに調味液を塗付した後に、電熱等の熱源により焙焼したも

のをいい、通常一口大に裁断されている

〔焼・味付のりとして取り扱わないもの〕

　製品の大きさが27cm2未満のもの、もみのり、きざみのり等

イ　生鮮冷凍水産物

 生鮮冷凍水産物 　水産物の生鮮品を凍結室において凍結したもので、水産物の丸、

フィレー、すり身等のもの（なお、すり身については、原料魚では

なく「すり身」の該当欄に計上）

 冷凍まぐろ類 　例：びんなが、めばち、きはだ、くろまぐろ、みなみまぐろ、め

　　じ等

 冷凍かつお類 　例：かつお、そうだがつお類（ひらそうだ、まるそうだ）

 冷凍さけ・ます類 　例：べにざけ、しろざけ、ぎんざけ、ますのすけ等のさけ類及び

　　からふとます、さくらます等のます類

 冷凍いわし類 　例：まいわし、うるめいわし、かたくちいわし等

 冷凍まあじ・むろあじ類 　例：まあじ、むろあじ、まるあじ、あかむろ、くさやむろ、むろ

　　（もろ）等

 冷凍さば類 　例：まさば（ひらさば）、ごまさば（まるさば）等

 冷凍さんま

 冷凍たら類

 冷凍まだら 　例：まだら

　注：底だら（キング、リング、ホキ、メルルーサ等）は「その他

　　の魚類・水産動物類」に計上

 冷凍すけとうだら 　注：すけとうだらこは「その他の魚類・水産動物類」に計上

 冷凍ほっけ 　通称ほっけ、きたのほっけと呼ばれているもの

 冷凍いかなご・こうなご

 冷凍はたはた 　

 冷凍たい類 　例：まだい、ちだい（ひれこだい）、きだい（れんこだい）、

　　くろだい（ちぬ）等

加 工 種 類 及 び 品 目 定　義　又　は　内　容　例　示

加 工 種 類 及 び 品 目 定　義　又　は　内　容　例　示



 

 

13 利用上の注意 

(1) 統計数値については、表示単位未満を四捨五入したため、合計値と内訳の計
が一致しない場合がある。 

(2) 統計表中に用いた記号は、次のとおりである。 
「 － 」：事実のないもの 
「 … 」：事実不詳又は調査を欠くもの 
「 ｘ 」：個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数

値を公表しないもの 
「 △ 」：減少したもの 

(3) 秘匿措置 
統計調査結果について、調査対象者数が２以下の場合には調査結果の秘密保

護の観点から、当該結果を「ｘ」表示とする秘匿措置を施している。 
なお、全体（計）からの差引きにより、秘匿措置を講じた当該結果が推定で

きる場合には、本来秘匿措置を施す必要のない箇所についても「ｘ」表示とし
ている。 

イ　生鮮冷凍水産物（つづき）

 冷凍ほたてがい 　注：ほたてがいの「みみ」のみを凍結したものは、「その他の魚

　　類・水産動物類」に計上

 冷凍いか類 　例：するめいか、まついか、こういか、もんごういか等

　注：「足」、「みみ」等のみを凍結したものは「その他の魚類・

　　水産動物類」に計上

 冷凍かに類 　例：ずわいがに、べにずわいがに、がざみ等

 冷凍かき類 　例：岩がき、まがき、すみえがき、しかめがき等

 その他冷凍魚類・ ○冷凍魚類

　　　　冷凍水産動物類 　例：かじき類、ひらめ、かれい類、にしん、さめ類、ぶり類、め

　　ぬけ類、きちじ、にぎす類、にべ、ぐち、えそ類、はも、たち

　　うお、ほうぼう、えい類、さわら類､しいら類、とびうお類、

　　ぼら類、すずき、まあじ及びむろあじを除くあじ類（しまあじ

　　類）、その他の海産魚類、淡水魚類

○冷凍水産動物類

　例：たこ類、えび類、ほたてがい及びかき類以外の貝類、その他

　　の水産動物類

 冷凍すり身

 すけとうだら

 いわし・さば

 ほっけ

 その他の冷凍すり身 　例：にべ、ぐち、あじ等のすり身

加 工 種 類 及 び 品 目 定　義　又　は　内　容　例　示

生

鮮

冷

凍

水

産

物

（

つ

づ

き

）



(4) 調査の見直し 
令和元年水産加工統計調査は、2018 年漁業センサスの結果に基づき都道府県別・

品目別にその生産量の大きい方から順に品目別総生産量の 80％に達するまで
の陸上加工経営体を調査対象とし、各都道府県において生産している全ての水
産加工品を調査していたが、令和２年調査より５に記載のとおり主産県を対象
とした調査に変更したことから、主産県以外の都道府県については当該品目の
調査を行っていない。 

なお、全国を対象とする調査については、５年毎に実施している漁業センサ
ス（直近は 2018 年に実施）において調査を行っている。 

(5) この統計表に掲載された数値を他に転載する場合は、「令和３年水産物流通
調査 水産加工統計調査結果」（農林水産省）による旨を記載してください。 

 
14 ホームページ掲載案内 

本調査の累年データについては、農林水産省のホームページ「統計情報」の分
野別分類「水産業」、品目別分類「加工食品」の「水産加工統計調査」で御覧い
ただけます。 
【 https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/suisan_ryutu/suisan_kakou/index.html#r 】 

 
15 お問合せ先 

農林水産省 大臣官房統計部 
      生産流通消費統計課消費統計室 食品産業動向班 

電話 （ 代 表 ） 03-3502-8111 内線 3717 
（ 直 通 ） 03-3591-0783 

               ＦＡＸ      03-3502-3634 
 

※ 本調査に関するご意見・ご要望は、上記お問合せ先のほか、農林水産省ホー
ムページで受け付けております。 
【 https://www.contactus.maff.go.jp/j/form/tokei/kikaku/160815.html 】 


